
【受講対象者】

【カリキュラム】 【令和8年度予定】

時 間 日 時 会場（申込先） 定 員

関係法令 60分
4月10日

（金）

茨城県建設技術研修セ

ンター（茨城県支部）
100名

化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 90分
7月8日

（水）

石下建設会館

（常総分会）
40名

化学物質の危険性及び有害性の調査（実演含む） 120分
11月24日

（火）

茨城県建設技術研修セ

ンター（茨城県支部）
100名

120分

化学物質を原因とする災害時の対応 30分

420分

【受講費用】

建設業における化学物質管理者講習

 14,500円（受講料＋テキスト代）

～　建設業における化学物質管理者講習の開講について　～

 労働安全衛生規則（安衛則）第１２条の５により、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場

ごとに化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理することが義務付けられています。

 リスクアセスメント対象物を取り扱う建設業等の事業場において選任する化学物質管理者は、化学物質管理者

講習受講者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のほか、化学物質管理者講習に準じる講習の受講

者の中から選任することが望ましいとされています（令和４年９月７日付け基発０９０７第１号（改正：令和５

年７月１４日付け基発０７１４第８号）通達（以下、「講習通達」といいます。））。

 建災防では、化学物質管理者講習に準じる講習と位置付けた標記講習を開催します。

 建災防が行う講習は、講習通達に示された化学物質管理者講習に準ずる講習のカリキュラムを網羅した上で、

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」に示されているマニュアル

として建災防が策定した「建設業における化学物質取扱い作業別リスク管理マニュアル」に基づき、自社のリス

ク管理マニュアルが作成できるよう、作成方法の実演等を行い、誤解する内容を加えた、建災防独自のカリキュ

ラムとなっています。

講 習 科 目

化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基

づく措置等その他必要な記録等（実演含む）

計

 化学物質を取り扱う建設業の事業場※における安衛則第12条の5に規定する化学物質管理者又は選任予定の者

※ 化学物質を取り扱う建設業の事業場には、セメント、生コン等の化学物質を含有する材料を協力業者に譲渡、

提供する事業場も含まれる。

※電話予約開始

・茨城県支部 029-300-4638（開催日の2か月前

の午前9時から）

・常総分会  0297-42-2203（開始日は申込先

へお問合せください。）


